
事 務 連 絡 

令和３年２月 25 日 

 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）          

 後期高齢者医療主管課（部）        御中 

都道府県後期高齢者医療広域連合事務局 

 

 

厚生労働省保険局国民健康保険課 

厚生労働省保険局高齢者医療課 

 

 

オンライン資格確認の導入に伴う DV・虐待等被害者保護に関する 

関係機関等への周知について 

 

 

先般、オンライン資格確認の導入に伴う DV・虐待等被害者保護について、「医

療保険者等向け中間サーバー等における不開示該当フラグ・自己情報提供不可

フラグによるオンライン資格確認等システム関連情報の制御および運用例の送

付について」(市町村国保向け：令和３年１月 18 日事務連絡) (後期高齢者向け：

令和３年１月 26 日事務連絡)にてお知らせしたところです。   

今般、別添「医療保険者等におけるＤＶ・虐待等被害者の保護のためのオンラ

イン資格確認関連情報の制御および運用例について」（令和３月２月 25 日付け

事務連絡）により、都道府県婦人保護事業主管課（室）及び配偶者暴力相談支援

センター主管課（室）あて連絡しましたので、お知らせいたします。 

引き続き、ＤＶ・虐待等被害者の保護について、婦人相談所及び配偶者暴力相

談支援センター等の関係機関と連携を図り、適切な対応をお願いいたします。 

都道府県民生主管部（局）におかれましては、貴都道府県管内市区町村への周

知をお願いいたします。 


